
尾張旭市議会議長殿

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により

定例会において牙1俳氏のとおり質問したいので通知します。

なお、質問項目の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                    氏 名  谷口 武司    

質 問 事 項 

 

№  １   

業務継続性確保のための非常用電源設備の更新について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

公共施設、特に災害対策本部が設置される市役所本庁舎の業務継続性の確

保は、市民の生命財産を守るために必要不可欠です。 

令和４年12月に開示された「尾張旭市業務継続計画（大規模災害編）」は

市役所や職員が被災したことを前提として、利用できる資源（庁舎・職員・

資機材など）が限られ、行政機能が低下した状況下においても市が行うべき

業務を継続して実行するために定められた計画であります。その中で、本市

の大規模災害時の非常用電源確保に脆弱性があるのではないかと思い今回の

質問をさせていただきます。 

 

（１）非常用発電機に対する確認事項として 

  ア 設置年度は 

  イ 稼働時間は 

  ウ メンテナンスにおける指摘事項と改善事項は 

  エ 非常用発電機で賄う本庁舎内可動範囲の想定は 

  オ 稼働実施訓練の状況と課題は 

 

（２）非常用発電機に求められる性能について 

ア 非常用発電機の耐用年数は 

イ 国の「防災基本計画」により求められている稼働時間は 

 

（３）業務継続性確保のための非常用電源の更新整備の必要性について 

  ア 非常用発電機の更新計画の有無は 

  イ 今後の対応は 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  谷口 武司       

質 問 事 項 

 

№  ２   

剪定枝・竹・草の廃棄方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

庭木を剪定したり雑草を取ったりすると思ったよりかさばる、燃えるごみ

の減量化を意識して乾燥させると葉が散ってしまったり、雑草を袋に入れて

乾燥させていたら雨が降って袋の中に入ってしまったりした経験はないで

しょうか？ごみの集積所まで何束も、何袋も運搬するのも労を要します。今

年は梅雨時から暑く苦労された方も多いのではないでしょうか？ 

今回の質問においては、「尾張旭市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」の

内容を踏まえて、剪定枝・竹・草のリサイクル処理を進めて、ＣＯ２削減に

つながる燃えるごみの減量・減容化と、個人で剪定枝・竹・草などの処理を

する方の負担軽減につながる廃棄方法について質問させていただきます。 

 

（１）尾張旭市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における確認事項として 

  ア 一般家庭から排出される燃えるごみの排出量と削減目標は 

  イ 燃えるごみに占める剪定枝・竹・草の割合と排出量は 

 

（２）家庭から出る剪定枝・竹・草の回収による資源化の推進について 

  ア 近隣市の推進状況は 

  イ 全量の資源化・堆肥化は可能か 

 

（３）剪定枝・竹・草の個別回収は可能になるか 

 

（４）本市事業計画の前倒しの可能性は 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 


